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【注意事項】 

 ①４haを超える農地の転用の場合は、当分の間、農林水産大臣に協議しなければならない。（法

附則第２項）  

  ②上記、受付期限日等が閉庁日の場合は、次表のとおりの取り扱いとする。 

※表中の記載日は申請書等の所管部署への到達日 

手続 申請書受付 
機構に資料 

提出 

常設委員会 

答申 

(農委が) 

県に送付 
県許可日 

 

期日が閉庁

日の場合 

期日直前の

開庁日 

* 例 : 1 4 日

(日)→12日

(金) 

期日直前の 

開庁日 

* 例 : 2 9 日

(日)→27日

(金) 

期日直前の 

開庁日 

* 例 : 1 0 日

(日)→ 8日

(金) 

期日直後の 

開庁日 

* 例 : 1 1 日

(日)→ 1 2

日(月) 

送付日(県が申請書

を受理した日)から

２週間以内の日 

*例:11日(金)送付→ 

    25日(金)迄 

① 30ａ超＋必要案件  (４ｈａ以下 ) 

 

申
請
書
受
付 

農業委員会 
の審査 

農
業
委
員
会
総
会 

14 日迄 

機
構
に
資
料
提
出 

29 日迄 25 日頃 

常
設
審
議
委
員
会 

10 日迄 

答 

申 

意
見
書
作
成 

意
見
を
付
し
県
に
送
付 

11 日頃 

 
県の審査 

許 
可 

25 日頃 

４週間 2 週間 

申
請
書
受
付 

農業委員会 
の審査 

② 30ａ以下 

 
14 日迄 

農
業
委
員
会
総
会 

25 日頃 

意
見
を
付
し
県
に
送
付 

1 日頃 

県の審査 許 

可 

15 日頃 

3 週間 2 週間 

③ ４ｈａ超 （大臣協議案件） 

 
14 日迄

made  

made  

 

申
請
書
受
付 

農業委員
会の審査 

農
業
委
員
会
総
会 

25 日頃 

機
構
に
資
料
提
出 

29 日迄 10 日迄 

答 

申 

11 日頃 

意
見
書
作
成 

意
見
を
付
し
県
に
送
付 

県の
審査 

許 

可 

25 日頃 

意
見
を
付
し
国
に
協
議 

常
設
審
議
委
員
会 

国の
審査 

協
議
に
対
す
る
国
の
回
答 

17 日頃 24 日頃 

４週間 1 週間 1 週間 

標準処理期間 

標準処理期間 

標準処理期間 


